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   第二種免許の受験資格の年齢引下げを求める意見書 

第二種免許の受験資格については、21歳以上であり、かつ、原則として普通免許等を受けて

いた期間が通算して３年以上であることとされている。事業用バス・タクシーの運転免許制度

は、昭和31年に第二種免許が導入されて以来、制度の見直しが行われていない。 

この間、バス・タクシー車両等について、技術革新や安全運行に対するバス・タクシー事業

者の取り組みが強化されている。 

人口減少や少子高齢化等により、静岡市はもとより全国でバス・タクシー運転者としての担

い手が不足している。静岡市では交通インフラとしてのバス路線の維持ができず、運行を停止

する路線まで出てきている。高齢者が増え、市民の足としてのバス・タクシーの需要が今後も

ますます増大されると予想される中、バス・タクシー運転者を志望する若者を増やすことが必

要である。また、運転者が若年の場合は、知識や経験が少ないため、精神的肉体的な負担がか

かり、それらへの配慮を行うなど事業者の教育・訓練を強化することが求められている。 

ついては、公共交通としてのバス・タクシーの運行を確保するため、下記の事項について、

事業者の教育・訓練だけではなく、国としての安全確保を担保する支援策を講じながら、積極

的な対応を求めるものである。 

 

記 

 

１ バス・タクシー事業者による安全対策を前提に、第二種免許の受験資格年齢の21歳かつ普

通免許等通算保有期間の３年について、それぞれ19歳かつ１年に引下げること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

〔提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、国家公安委員長 宛〕 


